
（1）雇用前の支援
04支援制度を活用しよう！

まずは障害者と共に働き、知ることからはじめましょう。

①職場適応訓練
　身体・知的・精神障害者等の能力に適した作業について、６ヶ月以内（中小企業
および重度障害者の場合は１年以内）で実地訓練を行う制度です。職場の環境に適応
することを目的とし、訓練後は事業所に引き続き雇用されることを目指した制度です。
訓練期間中は、事業主に対して、訓練生1人につき定額の訓練費が支給されます。

②短期の職場適応訓練
　障害者が実際に従事する仕事を経験することにより、就業への自信を持つことと、
事業主が障害者の技能の程度や、職場への適応性の有無を把握することを目的とし
た訓練期間です。訓練期間は、２週間以内（重度障害者の場合は４週間以内）です。
訓練期間中は、事業主に対して、訓練生1人につき定額の訓練費が支給されます。

④公共職業訓練
　山口県近隣の障害者職業能力開発校では、訓練科目・訓練方法等に特別な配慮を
加えつつ、障害の態様等に応じた公共職業訓練を実施しています。ハローワークは、
山口障害者職業センター等と密接な連携をとって支援をしています。

③障害者の多様なニーズに対応した委託訓練
　山口県立東部高等産業技術学校、西部高等産業技術学校が、企業・社会福祉法人・
NPO 法人・民間教育訓練機関等に訓練を委託し、障害者が居住する地域において、
就職に必要な知識・技能を習得するための公共職業訓練です。訓練期間中は、事業
主に対して、訓練生1人につき定額の委託料が支給されます。

３つの訓練コース

その事業所での就
職を前提に、職場や
作業に慣れさせる
ための実地訓練を
受けてもらいたい。

職業に必要な技能
を身につけてもら
いたい。

委
託
訓
練
事
業

委
託
訓
練
事
業

都道府県労働局・
ハローワーク
⇒　P48・56⇒　P48・56

高等産業技術学校・
ハローワーク
⇒　P48・57⇒　P48・57

障害者職業能力開発校・
ハローワーク
⇒　P48・57⇒　P48・57

就職促進のための知識・
技能を習得します。

知識・技能
習得訓練コース

企業等の現場を活用して、
就職のための実践的な職
業能力を習得します。

実践能力
習得訓練コース

特別支援学校高等部に在
籍する生徒に対して、就職
に向けた職業能力の開発・
向上を図ります。

特別支援学校
早期訓練コース

原則３ヶ月、月100時間が標準で、障害の態様に応じた柔軟な設定が可能です。
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３
月・月
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時
間
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準

企  業 〈訓練コース〉
①知識・技能習得
　訓練コース（知識・技能の習得）

※職場実習を組み込んで実施する
　ことも可能

②実践能力習得
　訓練コース

（企業等の現場を活用した実践的な
  職業能力の開発・向上）

③特別支援学校
　早期訓練コース

ＮＰＯ
法人

社会福祉
法人

民間教育
訓練機関

障害者雇用の
ための訓練
ニーズの把握

障害者の
状況の把握

ハローワークと
連携した地域の
雇用ニーズ及び
個々の障害者の
態様に即した
委託訓練の実施

障害者職業訓練
コーチ・コーディネーター

県
立
高
等
産
業
技
術
学
校

企　業
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③障害者の多様なニーズ
　に対応した委託訓練③障害者の多様なニーズ
　に対応した委託訓練

④公共職業訓練④公共職業訓練
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04支援制度を活用しよう！

①トライアル雇用（障害者短時間トライアルコース）
　精神・発達障害者は、初めから障害者雇用率の対象となる週20時間以上勤務する
ことが難しい場合や、採用後に仕事等の影響で不安定な状態が続く場合も多いこと
から、雇用への不安は大きいものがあります。このため、精神・発達障害者について、
一定の期間をかけ、職場への適応状況等に合わせて就業時間を延長していく制度が設
けられています。期間は、原則３ヶ月以上 12ヶ月以内で、助成金として、１人につき
定額が支給されます。

②継続雇用の支援
　在職中に障害を抱えた人が慣れた職場での雇用を継続できるよう、種々の支援策
を活用し、また、地域の関係機関と連携して、障害者と事業主に対する支援を行って
います。

③リワーク支援（うつ病等による休職者の復職支援）
　休職者の方に対して、復職を目指したウォーミングアップと再休職予防のために、
ストレス対処やコミュニケーションに関する講座等を行うプログラムを提供します。また、
職場の方に対して、復職時の配慮事項について相談します。
　利用にあたっては、休職者本人・事業主・主治医の三者の同意が必要となります。
　基本は通所ですが、  遠隔地の方については、  在宅での受講をベースとした「在宅リ
ワーク」の利用について相談します。

（2）雇用時、雇用後の支援

①トライアル雇用
　障害者に関する知識や雇用経験がな
いことから障害者雇用をためらっている
事業所に対して、本格的な障害者雇用
に取り組むきっかけづくりを進める事業
です。期間は原則３ヶ月。助成金として、
１人につき定額が支給されます。

障害者本人が働き続けることができる
かどうか試したいとのニーズに応えたい。

精神・発達障害者本人が、無理のない短時
間労働から試したいとのニーズに応えたい。

在職中に受障し、障害者となった
従業員を、引き続き雇用したい。

うつ病等により休職している従業
員が、職場復帰するので、専門的
な支援を受けたい。

職場に適応できるか不安なので、
専門的な支援を受けたい。
仕事や職場でのコミュニケーショ
ンがうまくとれないので、ジョブ
コーチの支援を受けたい。

職場でのさまざまな悩みについ
て相談したい。
職場だけでなく、日常生活面での
相談をしたい。

①トライアル雇用①トライアル雇用

②継続雇用の支援②継続雇用の支援

③リワーク支援③リワーク支援

④ジョブコーチ　による支援④ジョブコーチ　による支援

⑤就業面と生活面の　一体的な支援⑤就業面と生活面の　一体的な支援

ハローワーク
⇒　P48⇒　P48

ハローワーク
⇒　P48⇒　P48

ハローワーク
⇒　P48⇒　P48

障害者職業センター
⇒　P50⇒　P50

障害者職業センター
⇒　P50⇒　P50

障害者就業・
生活支援センター
⇒　P48⇒　P48

障害者

事業主 常
用
雇
用

障害に応じた
職場の配慮事項が

わからない

どのような仕事を
担当させれば

よいかわからない

どのような
仕事が適職か
わからない

訓練を受けた
ことが実際に
役立つか不安

就職は初めてなので、職場での
仕事に耐えられるか不安

障害者への
接し方、雇用管理が

わからない
身体障害者は雇用しているが、

知的障害者を雇うのは
初めて

不安

不安

事業主のニーズに合わせて、さまざまな支援の形があります。

トライアル
雇用

（３ヶ月間の有期雇用）

不安の
解消・軽減
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＜新たに障害者を雇用する場合の助成金＞

※詳細は、各機関へお問い合わせください。

04支援制度を活用しよう！

●就職時、在職中、復職時、いずれのタイミングも利用できます。
●職場の支援体制を整備し、障害者の職場定着を図ることが目的のため、支援の主体を職場の担当者に徐々
に移行していきます。

●支援期間は、個別に設定します（標準は２～４か月）。支援終了後も必要なフォローアップを行います。

ジョブコーチ支援のポイント

④ジョブコーチ支援（職場定着の支援）
　専門スタッフ（ジョブコーチ）が職場を訪問し、障害のある社員の方に対して、作
業理解や人間関係構築等、職場に適応するための支援を行います。また、職場の方
に対して、障害特性に応じた指導方法について相談します。

●就職に向けた準備支援（職業準備訓練、
職場実習のあっせん）

●就職活動の支援
●職場定着に向けた支援
●障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ
た雇用管理についての事業所に対する助言

●関係機関との連絡調整

就業面での支援

●生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等
の日常生活の自己管理に関する助言

●住居、年金、余暇活動等、地域生活、
生活設計に関する助言

●関係機関との連絡調整

生活面での支援

⑤就業面と生活面の一体的な支援
　就職や職場への定着にあたって、就業面における支援と合わせて、生活面における
支援を必要とする障害者を対象として、障害者就業・生活支援センターが、就業およ
びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行います。雇用、保健福祉、
教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整を行います。

（3）助成金等の活用（令和８年１月１日現在概略）

ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク

地
域
障
害
者

職
業
セ
ン
タ
ー

就
労
移
行
支
援

事
業
者
等

相談

求職活動
支援

技術的
支援

障害者就業・
生活支援センター

就業支援

●就業に関す
　る相談支援
●障害特性を
　踏まえた
　雇用管理
　に関する
　助言
●関係機関と
　の連絡調整

●日常生活・
　地域生活
　に関する
　助言

●関係機関
　との連絡
　調整

生活支援

専門的
支援の
依頼

連携

連携

職場適応
支援

基礎訓練の
あっせん

福祉
サービスの
利用調整

保健
サービスの
利用調整

医療面の
相談

福
祉
事
務
所

保
健
所

医
療
機
関

特
別

支
援
学
校

事
業
主

自立・安定した
職業生活の実現

一
体
的
な
支
援

障害のある方

身体・知的・精神障害
者等の、就職が特に
困難な者を、ハロー
ワークまたは民間の
職業紹介事業者等
の紹介により、継続
して雇用する労働者
として雇い入れた事
業主に助成

【身体・知的障害者
（重度以外）】

１人あたり120万円
（短時間労働者80万円）
【身体・知的（重度または
45歳以上）、精神障害者】
1人あたり240万円

（短時間労働者80万円）
※上記は中小企業の場合

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

（
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
）

65
歳
未
満
の

身
体・知
的・精
神
障
害
者
を

雇
用
す
る

都
道
府
県
労
働
局・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

就職が困難な障害者
を、ハローワークま
たは民間の職業紹介
事業者等の紹介によ
り、一定期間試行雇
用を行う事業主に助
成

1人あたり
月額最大4万円
（最長3ヶ月間）

精神障害者を
雇用する場合

雇入れから３ヶ月間は
月額最大8万円

その後月額最大4万円
（合計最長6ヶ月間）

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金

（
障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
）

障
害
者
を
試
行
的
に
雇
用
す
る

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

発達障害者または難
治性疾患患者を、ハ
ローワークまたは民
間の職業紹介事業者
等の紹介により、継
続して雇用する労働
者として雇い入れた
事業主に助成

1人あたり
120万円

（短時間労働者80万円）
※上記は中小企業の場合

1人あたり

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

（
発
達
障
害
者・難
治
性
疾
患
患
者

雇
用
開
発
コ
ー
ス
）

65
歳
未
満
の

発
達
障
害
者・難
治
性

疾
患
患
者
を
雇
用
す
る

都
道
府
県
労
働
局・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
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＜新たに障害者を雇用する場合の助成金＞

※詳細は、各機関へお問い合わせください。

04支援制度を活用しよう！

●就職時、在職中、復職時、いずれのタイミングも利用できます。
●職場の支援体制を整備し、障害者の職場定着を図ることが目的のため、支援の主体を職場の担当者に徐々
に移行していきます。

●支援期間は、個別に設定します（標準は２～４か月）。支援終了後も必要なフォローアップを行います。

ジョブコーチ支援のポイント

④ジョブコーチ支援（職場定着の支援）
　専門スタッフ（ジョブコーチ）が職場を訪問し、障害のある社員の方に対して、作
業理解や人間関係構築等、職場に適応するための支援を行います。また、職場の方
に対して、障害特性に応じた指導方法について相談します。

●就職に向けた準備支援（職業準備訓練、
職場実習のあっせん）

●就職活動の支援
●職場定着に向けた支援
●障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ
た雇用管理についての事業所に対する助言

●関係機関との連絡調整

就業面での支援

●生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等
の日常生活の自己管理に関する助言

●住居、年金、余暇活動等、地域生活、
生活設計に関する助言

●関係機関との連絡調整

生活面での支援

⑤就業面と生活面の一体的な支援
　就職や職場への定着にあたって、就業面における支援と合わせて、生活面における
支援を必要とする障害者を対象として、障害者就業・生活支援センターが、就業およ
びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行います。雇用、保健福祉、
教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整を行います。

（3）助成金等の活用（令和８年１月１日現在概略）
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●就業に関す
　る相談支援
●障害特性を
　踏まえた
　雇用管理
　に関する
　助言
●関係機関と
　の連絡調整

●日常生活・
　地域生活
　に関する
　助言

●関係機関
　との連絡
　調整

生活支援

専門的
支援の
依頼
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基礎訓練の
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サービスの
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援
学
校

事
業
主

自立・安定した
職業生活の実現
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体
的
な
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援

障害のある方

身体・知的・精神障害
者等の、就職が特に
困難な者を、ハロー
ワークまたは民間の
職業紹介事業者等
の紹介により、継続
して雇用する労働者
として雇い入れた事
業主に助成

【身体・知的障害者
（重度以外）】

１人あたり120万円
（短時間労働者80万円）
【身体・知的（重度または
45歳以上）、精神障害者】
1人あたり240万円

（短時間労働者80万円）
※上記は中小企業の場合
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就職が困難な障害者
を、ハローワークま
たは民間の職業紹介
事業者等の紹介によ
り、一定期間試行雇
用を行う事業主に助
成

1人あたり
月額最大4万円
（最長3ヶ月間）

精神障害者を
雇用する場合

雇入れから３ヶ月間は
月額最大8万円

その後月額最大4万円
（合計最長6ヶ月間）

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
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成
金

（
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ト
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ル
コ
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ス
）
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を
試
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的
に
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ハ
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発達障害者または難
治性疾患患者を、ハ
ローワークまたは民
間の職業紹介事業者
等の紹介により、継
続して雇用する労働
者として雇い入れた
事業主に助成

1人あたり
120万円

（短時間労働者80万円）
※上記は中小企業の場合

1人あたり
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04支援制度を活用しよう！

＜新たに障害者を雇用する場合の助成金＞ ＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

労働者である障害者
の障害特性に応じた
雇用管理を適切に行
うために必要となる
業務に係る介助者等
の配置を行う事業主
に助成

○職場介助者の配置または
委嘱助成金

支給対象費用の4分の3
（上限あり）

○職場介助者の配置または
委嘱の継続措置に係る助成金

支給対象費用の3分の2
（上限あり）

○手話通訳・要約筆記等担当
者の配置または委嘱助成金

支給対象費用の4分の3
（上限あり）

○手話通訳・要約筆記等担当者の
配置又は委嘱の継続措置に係る

助成金
支給対象費用の3分の2

（上限あり）

○職場介助者の配置または
委嘱助成金

○職場介助者の配置または
委嘱の継続措置に係る助成金

○手話通訳・要約筆記等担当
者の配置または委嘱助成金

○手話通訳・要約筆記等担当者の
配置又は委嘱の継続措置に係る

助成金

障
害
者
介
助
等
助
成
金

介
助
者
等
の
配
置
を
す
る

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

職場適応援助者によ
る援助を必要とする
障害者のために、職
場適応援助者による
支援を実施した事業
主に助成

〇訪問型職場適応援助者
による支援

【精神障害者以外】
　1日4時間以上…1万8千円
　（4時間未満…9千円）

【精神障害者】　
　1日3時間以上…1万8千円
　（3時間未満…9千円）
・養成研修受講費の2分の1
〇企業在籍型職場適応援助

者による支援
【精神障害者以外】 月額8万円
　（短時間労働者月額4万円）
　（特定短時間労働者月額2万円)

【精神障害者】 月額12万円
　（短時間労働者月額6万円）
　（特定短時間労働者月額3万円)
・養成研修受講費の2分の1

※上記は中小企業の場合

〇訪問型職場適応援助者
による支援

〇企業在籍型職場適応援助
者による支援

職
場
適
応
援
助
者
助
成
金

（
訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
助
成
金・

企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
助
成
金
）

ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
に
よ
る
支
援
を
行
う

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

重度障害者を多数雇
用するために必要と
なる事業施設等の設
置または整備等を行
うことに合わせて、
障害者を雇用する事
業所としてのモデル
性 が 認められる場
合、事業主に助成

対象費用の
3分の2

（上限あり）

重
度
障
害
者
多
数
雇
用

事
業
所
施
設
設
置
等
助
成
金

事
業
施
設
の

整
備
等
を
す
る

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構

障害者の能力開発
訓練の事業を行うた
めの施設または設備
の設置や整備等を行
う場合やその能力開
発訓練事業を運営す
る場合に助成

【第１種】施設設置費
【第2種】運営費

対象費用の
4分の３

（上限あり）

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金

能
力
開
発
訓
練
施
設
を

運
営
す
る

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構

※詳細は、各機関へお問い合わせください。※詳細は、各機関へお問い合わせください。

※詳細は、各機関へお問い合わせください。

直ちに週20時間以
上勤務することが難
しい精神・発達障害
者について3ヶ月～
12ヶ月の期間をかけ
ながら、20時間以上
の就業を目指して試
行運用を行う事業主
に助成

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金

（
障
害
者
短
時
間
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
）

精
神・発
達
障
害
者
を

短
時
間
労
働
で

試
行
的・段
階
的
に
雇
用
す
る

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

1人あたり
月額最大４万円

（最長12ヶ月間）

1人あたり

労働者である障害者
の障害特性による就
労上の課題を克服す
る作業施設等の設
置・整備（賃貸による
ものも含む）を行う
事業主に助成

障
害
者
作
業
施
設

設
置
等
助
成
金

作
業
施
設

（
ト
イ
レ・ス
ロ
ー
プ
等
）の

整
備
を
す
る

対象費用の
３分の2

（上限あり）

対象費用の
３分の2

（上限あり）

障
害
者
福
祉
施
設

設
置
等
助
成
金

福
祉
施
設（
休
憩
室
等
）の

整
備
を
す
る

労働者である障害者
の福祉の増進を図る
ため、障害特性によ
る課題に配慮した休
憩室等の福祉施設
の設置・整備を行う
事業主または当該事
業主が加入している
事業主団体に助成

対象費用の
3分の1

（上限あり）

＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構
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04支援制度を活用しよう！

＜新たに障害者を雇用する場合の助成金＞ ＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

労働者である障害者
の障害特性に応じた
雇用管理を適切に行
うために必要となる
業務に係る介助者等
の配置を行う事業主
に助成

○職場介助者の配置または
委嘱助成金

支給対象費用の4分の3
（上限あり）

○職場介助者の配置または
委嘱の継続措置に係る助成金

支給対象費用の3分の2
（上限あり）

○手話通訳・要約筆記等担当
者の配置または委嘱助成金

支給対象費用の4分の3
（上限あり）

○手話通訳・要約筆記等担当者の
配置又は委嘱の継続措置に係る

助成金
支給対象費用の3分の2

（上限あり）

○職場介助者の配置または
委嘱助成金

○職場介助者の配置または
委嘱の継続措置に係る助成金

○手話通訳・要約筆記等担当
者の配置または委嘱助成金

○手話通訳・要約筆記等担当者の
配置又は委嘱の継続措置に係る

助成金

障
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介
助
者
等
の
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置
を
す
る

高
齢・障
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職
者
雇
用
支
援
機
構

職場適応援助者によ
る援助を必要とする
障害者のために、職
場適応援助者による
支援を実施した事業
主に助成

〇訪問型職場適応援助者
による支援

【精神障害者以外】
　1日4時間以上…1万8千円
　（4時間未満…9千円）

【精神障害者】　
　1日3時間以上…1万8千円
　（3時間未満…9千円）
・養成研修受講費の2分の1
〇企業在籍型職場適応援助

者による支援
【精神障害者以外】 月額8万円
　（短時間労働者月額4万円）
　（特定短時間労働者月額2万円)

【精神障害者】 月額12万円
　（短時間労働者月額6万円）
　（特定短時間労働者月額3万円)
・養成研修受講費の2分の1

※上記は中小企業の場合

〇訪問型職場適応援助者
による支援

〇企業在籍型職場適応援助
者による支援
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を
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者
雇
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重度障害者を多数雇
用するために必要と
なる事業施設等の設
置または整備等を行
うことに合わせて、
障害者を雇用する事
業所としてのモデル
性 が 認められる場
合、事業主に助成

対象費用の
3分の2

（上限あり）
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事
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設
設
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等
助
成
金

事
業
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の

整
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等
を
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高
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者
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機
構

障害者の能力開発
訓練の事業を行うた
めの施設または設備
の設置や整備等を行
う場合やその能力開
発訓練事業を運営す
る場合に助成

【第１種】施設設置費
【第2種】運営費

対象費用の
4分の３

（上限あり）

障
害
者
能
力
開
発
助
成
金

能
力
開
発
訓
練
施
設
を

運
営
す
る

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構

※詳細は、各機関へお問い合わせください。※詳細は、各機関へお問い合わせください。

※詳細は、各機関へお問い合わせください。

直ちに週20時間以
上勤務することが難
しい精神・発達障害
者について3ヶ月～
12ヶ月の期間をかけ
ながら、20時間以上
の就業を目指して試
行運用を行う事業主
に助成

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金

（
障
害
者
短
時
間
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
）

精
神・発
達
障
害
者
を

短
時
間
労
働
で

試
行
的・段
階
的
に
雇
用
す
る

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

1人あたり
月額最大４万円

（最長12ヶ月間）

1人あたり

労働者である障害者
の障害特性による就
労上の課題を克服す
る作業施設等の設
置・整備（賃貸による
ものも含む）を行う
事業主に助成

障
害
者
作
業
施
設

設
置
等
助
成
金

作
業
施
設

（
ト
イ
レ・ス
ロ
ー
プ
等
）の

整
備
を
す
る

対象費用の
３分の2

（上限あり）

対象費用の
３分の2

（上限あり）

障
害
者
福
祉
施
設

設
置
等
助
成
金

福
祉
施
設（
休
憩
室
等
）の

整
備
を
す
る

労働者である障害者
の福祉の増進を図る
ため、障害特性によ
る課題に配慮した休
憩室等の福祉施設
の設置・整備を行う
事業主または当該事
業主が加入している
事業主団体に助成

対象費用の
3分の1

（上限あり）

＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構

高
齢・障
害・求
職
者

雇
用
支
援
機
構
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04支援制度を活用しよう！

＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

対象事業者が利用
事業主に対して、対
象障害者の雇入れお
よびその雇用の継続
のために必要な一連
の雇用管理に関する
援助の事業（障害者
雇用相談援助事業）
を当該援助事業の利
用事業主に対して行
う事業主に助成

①利用事業主に対する障
害者雇用相談援助事業

80万円

②①の後、対象障害者を雇
入れ、6か月以上雇用継続
対象障害者1人につき
10万円（4人まで）

※上記は中小企業または除外率
設定業事業主の場合

①利用事業主に対する障
害者雇用相談援助事業

②①の後、対象障害者を雇
入れ、6か月以上雇用継続

障
害
者
雇
用
相
談
援
助
助
成
金

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

労働者である障害者
の障害特性による通
勤等の課題を軽減ま
たは解消するための
措置を行う事業主ま
たは当該事業主が加
入している事業主団
体に助成

①住宅の賃借助成金
②指導員の配置助成金
③住宅手当の支払助成金
④通勤用バスの購入助成金
⑤通勤用バス運転従事者の
　委嘱助成金
⑥通勤援助者の委嘱助成金
⑦駐車場の賃借助成金
⑧通勤用自動車の購入助成
　金

対象費用の4分の3
（上限あり）

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金

通
勤
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
す
る

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

有期契約労働者を正
規雇用労働者または
無期雇用労働者に、
無期雇用労働者を正
規雇用労働者に転換
した事業主に助成

【身体（重度）・
知的（重度）・
精神障害者】

・有期→正規…1人あたり120万円
・有期→無期…1人あたり60万円
・無期→正規…1人あたり60万円

【上記以外の障害者】
・有期→正規…1人あたり90万円
・有期→無期…1人あたり45万円
・無期→正規…1人あたり45万円

【身体（重度）・
知的（重度）・
精神障害者】

【上記以外の障害者】

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

（
障
害
者
正
社
員
化
コ
ー
ス
）

職
場
定
着
の
た
め
の
措
置
を
と
る

都
道
府
県
労
働
局・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

雇用する5人以上の
障害者の職業生活に
関する相談・支援の
業務を専門に担当す
る方の配置または委
嘱した場合、事業主
に助成

対象費用の
4分の3

（上限あり）

職
場
定
着
の
た
め
の
措
置
を
と
る

障
害
者
介
助
等
助
成
金

【
障
害
者
生
活
相
談
支
援
専
門
員
の

配
置
又
は
委
嘱
助
成
金
】

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

※詳細は、各機関へお問い合わせください。※詳細は、各機関へお問い合わせください。

【身体・知的（重度）・
精神障害者】

・有期→正規…1人あたり120万円
・有期→無期…1人あたり60万円
・無期→正規…1人あたり60万円

【上記以外の障害者】
・有期→正規…1人あたり90万円
・有期→無期…1人あたり45万円
・無期→正規…1人あたり45万円

※上記は中小企業の場合

【身体・知的（重度）・
精神障害者】

【上記以外の障害者】

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

中途障害者等に対し
て、職場復帰後の本
人の能力に合わせた
時間的配慮等または
職務開発等の措置を
講じた場合、事業主
に助成

重度訪問介護サービ
ス等を受けている重
度障害者の業務遂行
のために必要な支援
または通勤援助を
サービス事業者に委
託した場合、事業主
に助成

障
害
者
介
助
等
助
成
金

【
職
場
復
帰
支
援
助
成
金
】

障
害
者
介
助
等
助
成
金

【
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
等
助
成
金
】

1人あたり
月額６万円

（支給対象期間１年）

※上記は中小企業の場合

対象費用の
10分の9

（上限あり）

※上記は中小企業の場合
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＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

対象事業者が利用
事業主に対して、対
象障害者の雇入れお
よびその雇用の継続
のために必要な一連
の雇用管理に関する
援助の事業（障害者
雇用相談援助事業）
を当該援助事業の利
用事業主に対して行
う事業主に助成

①利用事業主に対する障
害者雇用相談援助事業

80万円

②①の後、対象障害者を雇
入れ、6か月以上雇用継続
対象障害者1人につき
10万円（4人まで）

※上記は中小企業または除外率
設定業事業主の場合

①利用事業主に対する障
害者雇用相談援助事業

②①の後、対象障害者を雇
入れ、6か月以上雇用継続

障
害
者
雇
用
相
談
援
助
助
成
金

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

労働者である障害者
の障害特性による通
勤等の課題を軽減ま
たは解消するための
措置を行う事業主ま
たは当該事業主が加
入している事業主団
体に助成

①住宅の賃借助成金
②指導員の配置助成金
③住宅手当の支払助成金
④通勤用バスの購入助成金
⑤通勤用バス運転従事者の
　委嘱助成金
⑥通勤援助者の委嘱助成金
⑦駐車場の賃借助成金
⑧通勤用自動車の購入助成
　金

対象費用の4分の3
（上限あり）

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策
助
成
金

通
勤
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
す
る

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

有期契約労働者を正
規雇用労働者または
無期雇用労働者に、
無期雇用労働者を正
規雇用労働者に転換
した事業主に助成

【身体（重度）・
知的（重度）・
精神障害者】

・有期→正規…1人あたり120万円
・有期→無期…1人あたり60万円
・無期→正規…1人あたり60万円

【上記以外の障害者】
・有期→正規…1人あたり90万円
・有期→無期…1人あたり45万円
・無期→正規…1人あたり45万円

【身体（重度）・
知的（重度）・
精神障害者】

【上記以外の障害者】

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

（
障
害
者
正
社
員
化
コ
ー
ス
）

職
場
定
着
の
た
め
の
措
置
を
と
る

都
道
府
県
労
働
局・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

＜障害者が継続して働くための支援に対する助成金＞

雇用する5人以上の
障害者の職業生活に
関する相談・支援の
業務を専門に担当す
る方の配置または委
嘱した場合、事業主
に助成

対象費用の
4分の3

（上限あり）

職
場
定
着
の
た
め
の
措
置
を
と
る

障
害
者
介
助
等
助
成
金

【
障
害
者
生
活
相
談
支
援
専
門
員
の

配
置
又
は
委
嘱
助
成
金
】

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

※詳細は、各機関へお問い合わせください。※詳細は、各機関へお問い合わせください。

【身体・知的（重度）・
精神障害者】

・有期→正規…1人あたり120万円
・有期→無期…1人あたり60万円
・無期→正規…1人あたり60万円

【上記以外の障害者】
・有期→正規…1人あたり90万円
・有期→無期…1人あたり45万円
・無期→正規…1人あたり45万円

※上記は中小企業の場合

【身体・知的（重度）・
精神障害者】

【上記以外の障害者】

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

高
齢・障
害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構

中途障害者等に対し
て、職場復帰後の本
人の能力に合わせた
時間的配慮等または
職務開発等の措置を
講じた場合、事業主
に助成

重度訪問介護サービ
ス等を受けている重
度障害者の業務遂行
のために必要な支援
または通勤援助を
サービス事業者に委
託した場合、事業主
に助成

障
害
者
介
助
等
助
成
金

【
職
場
復
帰
支
援
助
成
金
】

障
害
者
介
助
等
助
成
金

【
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
等
助
成
金
】

1人あたり
月額６万円

（支給対象期間１年）

※上記は中小企業の場合

対象費用の
10分の9

（上限あり）

※上記は中小企業の場合
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